仕　　様　　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境政策局 西京まち美化事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当 中村、飛永　電話391-5983）
	
	件名
	西京まち美化事務所構内側溝、桝清掃作業及び産業廃棄物（汚泥等）の収集・運搬業務委託
	

	
	契約期間
	契約締結日　～　令和８年９月１３日
	

	
	契約条件
	１　委託目的
　　京都市 環境政策局 西京まち美化事務所（以下「事務所」という。）における構内側溝及び桝の環境衛生維持を目的とし、構内の側溝及び桝内の清掃業務を委託するものとする。
　　なお、本仕様書で発注者である京都市を甲、受託者を乙とする。

２　業務の実施
　　乙は、業務の実施に当たり、必要要員を作業実施者として事務所に派遣し、業務に当たらせるものとする。
　　また、作業実施者は、業務及び作業に適した服装、履物を着用し業務を行う。

３　業務範囲
　　業務範囲は、別表「作業内容一覧」及び別図「西京まち美化事務所構内側溝・桝配置図」に示す範囲とする。

４　作業時期及び作業時間
　　作業時期は、契約締結日～令和８年９月１３日とする。
　　作業時間は、原則として土曜日又は日曜日の午前９時～午後４時３０分とし、実施日については、事前に事務所と調整し、その指示に従う。

５　業務の日程
　　乙は工程別の業務計画書を策定し、事務所が承認した業務計画に基づき、４の期間において、実施するものとする。

６　業務の内容
　　構内側溝及び桝清掃業務に関して、事前に事務所と打合せのうえ、下記及び別表の作業に当たるものとする。
1） 構内側溝及び桝については、別表及び別図で示した箇所において、全てのごみなどの堆積物を回収し水洗いすること。
※　側溝のグレーチングの留め具の多くが老朽化により脱着不可となっているので、手作業でのごみなどの堆積物の除去は極めて困難であることに留意すること。
2） 収集した全ての産業廃棄物（汚泥等）は、京都市が別途契約する処分場所まで適正に運搬すること。
3） 収集した産業廃棄物（汚泥等）の運搬先
株式会社　ＨＩＲＡＹＡＭＡ（京都市伏見区深草新明講谷町29番地）
なお、本市が別途処理業務委託を締結するため搬入手数料は無料である。

７　収集運搬予定量
　　１０ｍ3程度を見込む。ただし、予定量であり変動することがある。

８　産業廃棄物管理票（マニフェスト）
　１）本業務は、産業廃棄物管理票（以下「紙マニフェスト」という。）の交付又は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステムの利用によって実施するものとする。
　２）紙マニフェストを交付する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３の規定に従い、紙マニフェストの回付、送付、保存を行う。
　３）紙マニフェストを交付する場合、紙マニフェストの写しについては、西京まち美化事務所に提出すること。

	


注　本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。
	
	契約条件
	
９　留意事項
　１）乙の作業実施者の安全管理については、乙の責任において行うこととする。
２）作業に関わって施設及び設備等の異常を発見した場合は、直ちに甲に報告することとする。
３）本業務の受託者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物の収集運搬業の許可（ただし、事業の範囲で汚泥を扱える者に限る。）を受けている者に限る。許可を得ている確認書類を提出すること。

１０　提出書類
　１）乙は、業務実施２０日前までに５の業務計画書及び９ ３）の確認書類を作成し、提出すること。
　２）乙は、業務完了後速やかに次の書類を提出すること。
　　ア　事務所構内側溝及び桝清掃作業完了報告書(様式任意)
　　イ　作業前後の現況写真
　　ウ　紙マニフェスト（紙マニフェスト交付の場合に限る。）

１１　契約
　　別途産業廃棄物の収集運搬に係る契約書を２通作成し、双方、各々記名押印のうえ、各１通を保有する。

１２　委託料の支払
　　１０ ２）の提出書類を甲が確認後、乙からの請求書を受理してから３０日以内に支払うものとする。
	




（別　表）

作業内容一覧

                                                            環境政策局 西京まち美化事務所
（担当　中村、飛永　℡075-391-5983）


	作業時期
	契約締結日～令和８年９月１３日

	【作業内容】

	構内側溝清掃

※○数字は、図中の箇所を示す
	1 事務所棟北東側
	実施する

	
	2 事務所棟北西側
	実施する

	
	3 入口側
	―

	
	4 事務所棟南側
	実施する

	
	5 大型車庫棟北側
	―

	
	6 小型車庫棟（１）（２）南西側
	実施する

	
	7 小型車庫棟（２）南側
	―

	
	8 小型車庫棟（１）周り
	実施する

	桝清掃
	実施する

	ピット内清掃
	実施する

	産業廃棄物収取・処分場への運搬
	実施する






